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第４条（電子記録債権の返還）
　１　貴組合は、いつでも保証記録を付さない譲渡記録によって上記電子記録債権の全
　　　部または一部を依頼者に返還することができます。この場合において、依頼者は、
　　　当該譲渡記録について異議を述べず、かつ、当該譲渡記録の手数料は、依頼者が
　　　負担します。
　２　貴組合が割引を承諾しない場合であっても、貴組合は、上記電子記録債権の電子
　　　記録名義人であったことに関し、依頼者に対して利息の支払いその他の一切の支
　　　払義務を負いません。
第５条（電子記録保証債務の期限の利益の喪失）
　依頼者は、電子記録債権の債務者が信用組合取引約定書第５条第１項に掲げる事由の
　一つにでも該当した場合、上記電子記録債権の電子記録保証債務に係る期限の利益を
　失うものとします。
第６条（合意管轄裁判所）
　本契約につき紛争が生じた場合、貴組合の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とす
　ることに同意します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上

検印

　　　店　名　：

第１条（割引依頼）
　１　依頼者は、上記各電子記録債権について、それぞれの債権額から貴組合所定の割引
　　　料及び取立手数料を控除した金額にて割引を依頼します。
　２　依頼者は、割引を依頼するにあたり、上記電子記録債権の全部について、貴組合に
　　　対する譲渡記録及び保証記録（電子記録債権の債権額の一部の割引を依頼する場合
　　　には、分割記録、譲渡記録及び保証記録）の請求を行います。
　３　依頼者は、貴組合が電子債権記録機関に対し上記電子記録債権に関して情報開示を
　　　求めることに同意します。
　４　貴組合が、上記電子記録債権の全部または一部について割引を承諾しないことによ
　　　って、依頼者になんらかの損害が生じた場合であっても、貴組合は、その損害につ
　　　いて一切責任を負いません。
第２条（効力発生日）
　１　上記電子記録債権の割引（以下「本割引」といいます。）は、依頼者に対する通知
　　　の有無にかかわらず、貴組合が割引を決定した時にその効力を生ずるものとします。
　２　貴組合は、前項の決定後合理的期間内において割引金の支払日を定めることができ
　　　ます。
第３条（買戻し、相殺等）
　１　上記電子記録債権についての買戻し、相殺その他本割引に関する事項は、信用組合
　　　取引約定書その他貴組合と依頼者との間で定めた約定に従います。
　２　依頼者は、上記電子記録債権について信用組合取引約定書第４条第２項【担保】の
　　　規定が適用されることを確認します。
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電子記録債権割引依頼書

割引依頼者（以下「依頼者」といいます。）は、別に締結した信用組合取引約定書の各条項のほか、以下の約定を承認のうえ、貴組合に対し、次の電子記録債権の割引を依頼します。
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